
猫の不妊・去勢手術推進強化事業

の不妊・去勢手術費
に対する補助を行います

甲府市は、山梨県の補助事業を活用し、猫の不妊・去勢手術の実施を更に後押していきます。

人と猫が幸せに暮らせるまち甲府を目指して！ 甲府市

令和7年度限定

【提出先・問い合わせ】

甲府市保健所 衛生薬務課（健康支援センター２号館２階）

甲府市相生２丁目17-１  055－237－2550

申請期間
【県補助事業適用期間】

令和7年7月1日～令和8年3月13日
令和8年3月14日～
令和8年3月31日

飼い猫
（１人につきオス、メス

どちらか１匹）

オス 3,000円 3,000円

メス 5,000円 5,000円

飼い主の
いない猫

（１人につき何匹でも）

オス 10,000円

メス 15,000円

必要書類を保健所窓口まで持参していただくか、郵送で提出してください。

令和７年４月１日～６月３０日に手術をした場合であっても、

７月以降に申請することにより、県補助事業制度が適用されます！

□ 申請書（衛生薬務課に設置。市ホームページからダウンロード可）

□ 通帳等、振込先がわかるもの □印鑑（朱肉が使えるもの）
□ 手術の領収書原本

 ・申請者と宛名が同じでフルネームで記載されている ・猫の手術であることがわかる

  ・不妊、去勢の判別ができる   ・複数頭の場合は内訳がわかる

      ・手術日（領収書発行日）が令和7年4月1日から令和8年3月13日まで

□ 飼い主のいない猫の場合は、耳のＶ字カット後の個体全体がわかる写真

※申請の受付は先着順です。年度途中でも予算額に達した時点で終了となります。

【補助額と申請頭数の上限】

10,000円
15,000円

猫

申請方法

持  ち  物

1,000円
加算あり！

県補助適用の

申請期間 令和7年7月1日～令和8年3月13日（郵送の場合：消印有効）
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